
令和８年（2026年）４月23日

つくば市上下水道局水道総務課

　「８－９つくば市上下水道局公営企業会計システム調達支援等業務委託」に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

№
関連資料名
該当ページ

質　問　回　答　書

お見込みのとおりです。

公募型プロポーザル実施要領
P.3

証明書は、参加申込の書類提出日から遡っ
て３か月以内に発行されたもので差し支え
ありません。
また、以下の証明書に関して、契約締結時
期である６月下旬時点で、有効なものを再
提出する必要はありません。
・カ 国税に滞納がないことの証明書
・キ 本店在地の都道府県税に滞納がない
ことの証明書

3

質　問　事　項 回　答

1

参加資格要件に係る申立書（様式2）について、両面印刷の形態での提出でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

公募型プロポーザル実施要領
P.3

公募型プロポーザル実施要領
P.3

「５参加申込方法等（１）提出書類」に記載の下記2点につきまして、「なお、
カ～キについては、発行から３か月以内のものに限る」との記載がございます
が、参加申込の提出期限（2026年4月28日）時点で3か月以内のものでしたら有
効との認識でよろしいでしょうか。
・カ 国税に滞納がないことの証明書
・キ 本店在地の都道府県税に滞納がないことの証明書

なお、「様式２参加資格要件に係る申立書」では以下の記載があり、契約締結
時期である6月下旬時点で有効なものを提出する必要がある場合は、当該証明書
の発行日がいつ以降のものでしたら有効と判定されるか合わせてご教示くださ
い（再取得の要否を確認する必要があるため）。
・(1) 公募開始の日から契約締結までの日において、次の要件を満たしている
こと。
次の国税及び地方税に未納がないこと。
　カ　次の国税及び地方税に未納がないこと。
　　(ｱ) 法人の場合
　　　国税（法人税、消費税）、本店所在地分の都道府県税（法人県民
　　　税、法人事業税）

2

カ 国税に滞納がないことの証明書
キ 本店在地の都道府県税に滞納がないことの証明書
について、正本は証明書の原本、副本は写し（コピー）との理解でよろしいで
しょうか。


